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1. 国立学校設置法抜幸

国立学校設四法昭和 24年 5月31日公布法律第 150号

第 2章国立大学

第 4条国立大学に，左表（下）の通り研究所を付四する．

大学の名称 I 研究所の名称 1位四 1 目

東京大学 I生産技術研究所 1東京都 I隻瓢瓢鰭謡問題の科学 的総合研究並びに研

（注） 国立学校設置法一部改正法案により昭和37年 3月29日付の官報に 4月1日をもって位四の項が千莱

県より束京都に変更が公布された．

2. 生産技術研究所内の諸規程
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A) 宇宙航空研究所•生産技術研究所連絡会議内規

第 1 条宇宙航空研究所•生産技術研究所は，その事業を行なうにあたり，互いに緊、密な連絡をとり，

事業の円滑な運営を目的として協同的に処理すべき問題について，連絡協議するため宇宙航空研究所・

生産技術研究所連絡会議（以下会議と称する）を設ける．

第 2条会談は，委員および幹事で組織する．

委員は，談事を協議決定し，幹事は庶務・会計の事務を行なう．

第 3条委員は，次の通とする．

1. 宇宙航空研究所長

2. 生産技術研究所長

3. 宇宙航空研究所所属の教授•助教授の中から選ばれた者 5 名以内

4. 生産技術研究所所属の教授・助教授の中から選ばれた者5名以内

所長でない委員の任期は， 2年とする．

幹事は宅宙航空研究所事務長および生産技術研究所事務長をこれに充てる．

第 4条 会議は，毎月 1回常例的に開催する．ただし必要があるときは，双方協議の上随時に会議を開

催することができる．

第 5条会議の議長は，交互にいずれかの所長がこれに当たる．

第 6条会議が必要と認めた場合は，委員以外のものを参加させ，その意見を聞くことができる．

付則

この内規は，昭和 24年 12月15日から実施する．

B) 生産技術研究所運営関係委員会設置規程

第 1条生産技術研究所長は，所内の運営上の諸問題について必要ある場合は，その目的別に委旦会を

設けることができる．

第 2条 前条の委員会は，所長の諮問に答え，所内の運営の向上，合理化，処理方針等の審議を行なう

ものとする．

第 3条 所長が必要と認めたときは，委員会の長に運営事務の一部を分掌させることができる．

第 4条 各委員会の目的，構成，任務等については別に定める規程による．

1) 常務委員会規程

第 1条東京大学生産技術研究所に常務委員会（以下委員会とする）を四＜．

第 2条 委員会は所長の諮問に応じ所の連営に関する重要事項を審議企画し，かつ常~各の打合せをなす

外，次の事項を行なう．

1. 教授総会から委託された事項を処理すること

2. 生研報告発行に関する審議をすること

3. 委託研究の受諾の可否に関する審議をすること

4. その他所長が必要と認めた事項

第 3条 常務委員は各研究部 2 名をもって組織し，その部の教授•助教授の互選による．

第 4条 '/j¥・ 務委員の任期は 1年とし，補欠委員の任期は前任者の残任期間とする．引き続き 2期在任し

た常務委員は任期満了後2年間は常務委員に選ばれることができないただし補欠委員として 1年に

満たない期間は在任期間と見倣さない．

第 5条所長は委員会を招集し，その議長となる．

第 6条所長は委員会の議事を円滑にするため必要ある場合は常務委員を指名して事前調査または事前

審議等を行なわせることができる．

第 7条 第3条により選出された常務委員の中 1名を部主任としその部を代表する．
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第 8条 委員会における各部 2名の常務委員は全く同等の立楊に立つものとする．

第 9条 委員会には代理者の出席を認めないただしその部所属の常務委員が 2名ともに出席できない

場合は，その部の教授または助教授の中から 1名を出席させなければならない．

第10条 常務委員が病気その他海外出張等で長期にわたり出席できないときは臨時代理を四くものとす

る．

第11条所長が必要と認めたときは，常務委員以外のものを委員会に列席させ．意見をきくことができ

る．

付則

この規程は昭和 33年6月18日から実施する．

2) 特別研究審議委員会規程抜幸

第 2条 委員会は，所長の諮問に答え，次の事項を審議する，

1. 特別研究費の配分に関すること

2. 特別研究費の予邸要求毀料の作成

3. 特別研究喪による事業の逹成1こ閃する事項

4. その他特別研究に閃し所長が必要と認めた事項

第3条 前条にいう特別研究喪とは，各部に径常的に配当される研究既以外で，研究所の使命逹成のた

め，特別に配付された研究費，または生研内で特別に考磁された研究喪等をいう．科学研究費・受託

研究股および常務委員会において特に除外したものは合まない．

ただし，科学研究骰の内，機関研究喪は，本委員会において取り扱うものとする．

第4条 委員会は，委員 10名で組緞し，内 1名を委員長とする．委員長は委員の互選とし，第 7条に

よる改選の都度これを行なう．

第5条 委旦は，研究部の各部 2名とし，その部の教授・助教授の互選による，

（以下略す）

3) 工作委員会規程抜幸

第 2条 委員会は，試作工楊の業務連営を円附1こするため，次の事項について審議する．

1. 試作工場の迎営に関する重要事項の企両ならびに立案

2. 作業能率向上に関する事項

3. 業務実施に閲する連絡謁整

4. その他必要な事項

第3条 委員会は，委員長の他に委員若干名をもって組徽する．

第4条 委員長は，本教授の中から教授総会で選出する．委員は次の通りとする，

1. 研究部の各部ごとに，その部の教授• 助教授またはこれに準ずるものの互選によるもの各 1名

2. 所長が必要と認め，教授総会の承認を得た者若干名

（以下略す）

4) 図書委員会規程抜幸

第2条 委員会は，所内図書室の連営について次の市項を行なう．

1. 図書室迎営に関する事務監督

2. 図書運営に関する企画ならびに立案

3. 図書運営に関する連絡調整

4. 購入図書の選択

5. その他必要と認めた事項

第 3条 委員会は，委員長の外，委員 10名をもって組織する．
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第 4条 委員長は，本所教授中より教授総会において選出された者，また委員は，研f究部ごとに 2名と

し，その部の教授•助教授またはこれに準ずる者の互選によった者がこれに当たる．

（以下略す）

5) 写真委員会規程抜幸

第 2条 委員長は，写真室の業務連営を円滑にし，写真技術の向上を図るため下記の事項を行なう．

1. 写真室迎営に関する企業ならびに立案

2. 写哀業務の予定計画ならびに実施報告に対する検討

3. 写真業務実施に関する連絡調整

4. 材料の入手使用ならびに業務技術に関する助言

5. 一般写真および高速写真用設備・機械・器材の整備充実に関する企画

6. その他必要と認めた事項

第 3条 委員会は，委員 5 名および専門委員若干名で組織し，委員の中 1 名を委員~に他の 1 名を副委

員長とする．

委員長および副委員長は委員の互選による．

第 4条 委員は，各研究部ごとに 1 名とし，その部の教授•助教授ならびにこれに計Cずるものの互選に

よる．

第 5条専門委員は，委員長の委既による．

第 6条 委員長，副委員長および委員の任期は 1年とする．

ただし，重任をさまたげない．

6) 出版委員会規程

第 1条東京大学生産技術研究所に出版委旦会（以下委員会という）を四＜．

第 2条 委員会は，下記出版物の出版に閃して必要な事項を処理する．

1. 生産研究

2. 東京大学生産技術研究所報告

3. 東大生研案内

4. 東京大学生陀技術研究所年次要邸

5. 生研リーフレット

6. その他必要な出版物

第 3条 委員会は，委員長 1名，委旦 12名，専門委旦若干名で組織する．

第 4条 委員長は，本所教授中から教授総会で送出する．任期は 1年とし毎年4月 1日に改める．重任

をさまたげない．

委旦は教授，助教授，またはこれに準ずるものの中から， 1, 3, 5部から各 2名， 2, 4部から

各3名をそれぞれの部で選出する．任期は 1年とし，毎年4月1日と 10月1日にその半数を改める．

重任をさまたげない．

専門委員は委員長が委揺する．

第 5条委員長は，委員会を招集してその議長とする．

第 6条 委員長が必要と認めたときは，特定の事項につき小委員会を設けること，また委員以外の者を

委員会に列席させて意見を聞くことができる．

付則

この規定は昭和 33年 10月 1日から実施する．

昭和 39年10月21日より一部改訂実施する．

7) 営繕委員会規程

第 1条東京大学生産技術研究所に営繕委員会（以下委員会という）を匝＜．
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第 2条 委員会は本所の施設の整備改善，合理的連用および将来計画に関し次の事項を行なう．

1. 土地，建物，工作物等の新営，ならびに維持管理に関する企画および立案

2. 屯気，通信，ガス，水道暖房等の合理的使用方法の検討ならびに助言

3. 構内警備に閲する企画ならびに助言

4. その他必要と認めた事項

第 3条 委員会は委員長 1名，幹事 1名，委員 5名および専門委員若干名で組織する．

第 4条 委員長は本所教授中から教授総会で選出する．

幹事は委員長の要訥に応じて教授•助教授中より所長が委眼する

委員は各研究部ごとに 1 名とし，その部の教授• 助教授の互選による

専門委員は委員長の要諮に応じて所長が委揺する

第 5条 委員長および委員の任期は 2年とし煎任はさまたげない．

第 6条 委員長は委員会を招集しその議長となる．

第 7条 幹罪は委員長を補佐し委員会の業務に必要な企画，連絡，淵整に当たる．

第 8条 委員長は必要と認めたときは特定の事項につき小委員会を設けることができる．

第 9条 委員長が必要と認めたときは委員以外の者を委員会に列席させて意見をきくことができる．

付 則

この規程は昭和 33年 6月18日から実施する．

8) 厚生委員会規程抜幸

第 2条 委員会は本所の肛生福祉に関する施設ならびに事業の円滑な迎営を図るため，下記事項を行な

う．

1. 職且およびこれに準ずる者（以下職員とよぶ）の保健，衛生，福祉ならびにレクリエーション等

に対する企画，迎営に関する事項

2. 原生事業部の企画，連営に対する助言

3. その他必要と認めた事項

第 3条 委員会は委員長および委員で組織する．委員長は所長が委揺する．

第 4条委員は下記に従い所長が委騒する．

1. 各研究部よりその部に属する教授• 助教授ならびにこれに準ずる者より選出された者1名，およ

び教授• 助教授ならびにこれに準ずる者を除く職員より選出された者 1名

2. 事務部は事務長および事務職員より選出された者 1名

3. 試作工楊および千葉実験場は，それぞれの所属戦員より選出された者 1名

4. 所長が必要と認めた職員4名以内

第 5条 委員会は委員長の発議または委員総数の 1/3以上の要請によって招集される．

（以下略す）

9) 講習会委員会規程

第 1条本所に東京大学生産技術研究所講習会委員会を四＜．

第 2条 この委員会は，財団法人生産技術研究奨励会から委託された講習会の企画並びにその実施をつ

かさどる．

第 3条 この委員会の委員は 5名とし，各研究部から選出された教授または助教授で構成し，委員長は

委員の互選によって定める．

委員長は，必要と認めた場合専門委員を委揺することができる．

第 4条委員の任期は 1年とし，毎年 1月1日に更新する．

ただし，重任をさまたげない．

第 5条 この委員会の事務は，庶務掛が担当し，財団法人生産技術研究奨励会事務局が協力するものと

する．
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付則

この規程は昭和 39年 1月 1日から施行する．

10) 生産技術研究所千葉実験場規程

第 1条 東京大学生産技術研究所（以下「本所」という）に千葉実験場を千葉市弥生町 1番地におく．

第2条 千変実験所は，本所勁務の教授•助教授およびこれに準ずる者が主体となって行なう研究で，

本所麻布庁舎ではできないものを行なうために使用するものとする．

第3条 千葉実験場の管理・ 迎営を行なうために千葉実験場管理迎営委員会（以下「委員会」という）

を設ける．

2. 委員会は，委員長・副委員長および委員若干名で組織する．

3. 委員長は，所長が当り，副委員長は本所教授中から所長が委屈する．

4. 委員は原則として各研究部ごとに 1 名とし，その部の教授• 助教授およびこれに準ずるものの互

選による．

5. 副委員長および委員の任期は 2年とする．ただし，煎任をさまたげない．

6. 副委員長は，委員長を補佐し，必要な楊合には委員長の代理となる．

7. 委員長が必要と認めたときは，委員以外のものを委員会に列席させて意兄をきくことができる．

第4条千葉実験場に事務室を四＜．

2. 事務室に事務主任および蹴員若干名を四<.

3. 事務主任は上司の命をうけ本所事務部との連絡を図り，所管の職員および事務を総括，処理する．

第 5条 千葉実験場を使用しようとするものは，原則として使用開始の 1カ月前までに， 1研究ごとに

害而によって部主任を通じて所長に申請するものとする．

2. 前項の申諮により承認をうけたものの使用期間は，長期使用の坦合以外は当該年度の 3月末を越

えることができない．

3. 研究が承認された期間を超過するときは，再び第 1項による申請を行なわなければならない．

第 6条千葉実験場使用者は，その使用が終ったときは，その旨を書而をもって部主任を通じて所長に

届け出なければならない．

第 7条千葉実験楊の管理・運営に関する細則は別にこれを定める．

付則

1. この規程は，昭和 36年 9月20日より実施する．

2. 第3条の最初の副委員長および委員の任期は，昭和37年 12月31日までとする．

3. 千葉実験場敷地内所在の職員宿舎および職員寮の管理・迎営は，本所の定める他の機関で掌理す

る．

11) 生産技術研究所放射性元素委員会規程

第1条東京大学生産技術研究所に放射性同位元素委員会（以下「委員会」という）をおく．

第2条 委員会は，本所における放射性同位元素の管理および閤害防止に関する事項を審議し，また所

内の連絡調整にあたる．

第3条 委員会は，委員長および委員若干名で組織する．

2. 委員長は，本所教授の中から所長が委雌する．

3. 委員は，次のものに所長が委揺する．

(1) 各研究部ごとにその部の教授• 助教授またはこれに準ずるものの互選によるもの各 1名

(2) 所長が必要と認めたもの

第4条 委員長および委員の任期は 2年とする．ただし，重任をさまたげない．

第5条 委員長は委員会を招集し，その議長となる．

2. 委員長1こ事故あるときは，あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する．
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第 6条 委員長が必要と認めたときは，委員以外のものを委員会に列席させて意見をきくことができる．

第 7条委員会の庶務は，庶務掛が担当する．

付 則

こが規程は，昭和 36年6月7日より実施する．

12) 生産技術研究所試験溶鉱炉委員会規程

第 1条 東京大学生産技術研究所（以下「本所」という）に試験溶鉱炉委員会（以下「委員会」という）

をおく．

第 2条 委員会は， iく所の試験溶鉱炉の研究と運営に関するつぎの事項を審議決定する．

(1) 試験溶鉱炉による研究の企画・立案に関する事項

(2) 試験溶鉱炉の経費に関する事項

(3) 試験溶鉱炉設備に関する事項

(4) その他必要と認めた事項

第 3条 委員会は，委員長および委員若干名で組織する．

2. 委員長は，本所教授の中から，所長が委揺する．

3. 委員は，次のものに所長が委揺する．

(1) 本所勁務の教授•助教授またはこれに準ずるもの

(2) 所長が必要と認めたもの

第 4条 委員長および委員の任期は 2年とする．ただし，重任をさまたげない．

第 5条 委員長は，委員会を招集し，その議長となる．

2. 委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する．

第 6条 委員会が必要と認めた事項を審議するために，専門委員会を設けることができる． ， 

2. 専門委員会の委員長および委員は，委員会の議を経て委員長が委雌する．

第 7条 委員会に幹事をおくことができる．

2. 幹事は，委員の巾から委員長が委説する．

第 8条 委員長が必要と認めたときは，委員以外のものを委員会に列席させて，慈見をきくことができ

る．

付 則

1. この規程は，昭和 37年3月31日より実施する．

2. 初期の委員長および委員の任期は，昭和 39年 3月 31日までとする．

C) 生産技術研究所報告発行内規

第 1条 東京大学生産技術研究所報告（以下生研報告と称する）の発行はこの内規によって行なう．

第 2条 生研報告は生産技術研究所（以下生研と称する）の研究業紐を学外に発表するを目的とする．

第 3条 生研報告の発行に関する審議は，この内規に従って常務委員会が行なう．

第 4条 生研報告に掲載する論文は生研戦員の研究成果または生研職員が中心となって行なった共同研

究成果でその部の推匹を経たものとする．

第 5条生研報告に掲載する論文は新しく発表する研究報告とするただし，学会誌等に概要を発表し

た研究報告を詳細にまとめたもの，または分割掲載した研究成果をまとめて発表する場合はこの限り

でない．

第 6条 生研報告に掲載する論文は 1篇，または 2篇以上を 1冊として発行する．

第 7条前条については著者の希望を勘案してこれを決定する．

第 8条 生研報告に用いる文は，欧文または和文とし，和文の場合は本文の 10%以内で 2ページを越

えない範囲の欧文梗概を付することを原則とする．

第 6条 生研報告は不定期に発行し，およそ 300ページを単位として巻を改める．発行部数はその都度
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定める．

備 考

1) 第4条により論文を推煎する楊合は原則としてその内容につき部を中心とする関係者の間で十

分の討議を経ることを要する．

2) 大学浣学生および研究生の研究論文を第 4条に準じて取り扱うことができる．

D) 生産技術研究所研究担当，研究員取扱内規

第 1条 生産技術研究所において一定期間特殊な事項の研究に対し，所外の者に研究の協力を委咄する

必要ある均合，研究担当または研究員を四くことができる．

2. 前項による研究担当とは，本務が本学専任教官（教授•助教授・講師）であるものをいう．

第2条 研究員は，大学卒業または同程度の学力を有し，研究事項について相当の経験を有するもので

なければならない．

第 3条 研究担当，研究員には予冥の範囲で手当を支給することができる．

第4条 研究担当，研究員は本所畷員に準じて取り扱う．

ただし，定められている事項についてはこの限りでない．

第 5条 研究担当，研究員は，本所において研究した成果を発表するとき，または特許権等を申諮する

均合は予め所長に協議するものとする．

第 6条 各部において研究担当，研究員を四こうとするときは，その部の主任は内申書を所長に提出し

なければならない．

第7条所長は，内申書が提出されたときは，常任委旦会に諮り総長に上申する．

第 8条所長は研究委既の必要性が消減した楊合，またはその他の事由により委闘の取消しを総長に上

申することができる．

付則

この内規は昭和 26年 10月 1日より実施する．

この内規は昭和 37年 4月1日より適用する．

E) 生産技術研究所留学研究員採用内規

第 1条生産技術に［月する事項につき一定期間研究に従事しようと希望する者があるときは，本所にお

いて支障のない楊合に限り，留学研究旦として入所を許可する．

第 2条 留学研究旦として入所を許可する者は，大学卒業又は同程度以上の学力を有し，研究事項につ

いては相当の経験を有する者でなければならない． ~ 

第3条留学研究員を希望する者は願害（様式 1)に屈歴苫及び研究業絨謁杏を添え所長に提出するも

のとする．

第4条 留学研究旦は，本所が指定した教官の指導のもとに研究に従事するものとする．

第 5条 留学研究員は，本所において研究した成呆を発表するとき，または特許椛等を申諮する場合は，

あらかじめ指祁教官に協議しなければならない．

第 6条 留学研究旦の研究期間は， 1年以内とし，第 1条の許可があった日の屈する会計年度の末日を

もって終了するものとする．

2. 前項の期間満了後研究を継続しようとする場合は，研究期間更新顧（様式2)を所長に提出し，

許可を受けなければならない．

第 7条所長：ま，疾病その他の事由により，研究に従事することが不遥当と認めたときは，その留学研

究員に対し，許可を取消すことがある．

第8条留学研究員が許可された期間の満了前に退所しようとするときは，退所願（様式3)を所長に

提出しなければならない．

付則
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この内規は昭和 31年 4月 1日より適用する．

F) 生産技術研究所研究生規程

第 1条 生産技術に関する事項につき研究を希望する者があるときは，本所において支障がない場合に

限り，研究生として入所を許可することがある．

第 2条 研究生として入所を許可する者は，大学学部を卒業した者もしくはこれと同等以上の学力を有

する者，または相当の径険を有する者で，本所において適当と認めた者とする．

第 3条 研究生を希望する者は，所定の顔苫1こ屈歴書を添えて所長に差し出さなければならない．

第 4条 研究生は，所長の指揮監甘を受け，本所が指定した教官の指郡の下に研究に従事しなければな

らない．

第 5条 研究生がその研究業績を発表しようとするときは，必ず指等教官の承忍を受けなければならな

しヽ．

第 6条 研完生は，入学料として金 750円を納入しなければならない．

第 7条 研究生は，研究料として月頷金 800円を 3月または 6月分前納しなければならない．ただし，

特に多額の喪用を要する場合は，別に自弁させることがある．

2. 既納の研究料は，遠付しない．

第 8条 研究生の研究期間は， 1年以内とする．

2. 当初決定された研究期間を経てさらに研究を継続しようとするときは，その理由を具して所長に

願い出で，許可を受けなければならない．

第 9条 研究生は研究期間の終わりに，その研究状況および成果を記戟した報告書を指甜教官を経て所

長に出提しなければならない．

2. 研究生の研究期間が 1年以上にわたるときは， 1年の終わりにおいて，その研究状況の中間報告

苫を前項に準じ提出しなければならない．

第10条 所長は，炭病その他の事由により，研究を継続することが不適当と芯めるときは，その研究生

に対し，退所を命ずることがある．

第11条 研究生が期間満了前に退所しようとするときは，理由を具してその旨を所長に願い出なければ

ならない．

第12条 官公署または会社等より，依託研究生を入所させようとする楊合も，本規程により取り扱う．

付則
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1. この規程は，昭和 38年 7月13日から施行し，同年 4月1日から適用する．

2. 昭和 38年 4月1日前から引き続き在所している者で，研究期間（研究期間が延長されたちnj合，

その期間の始期が昭和 38年 4月1日以後のものを除く）が満了しない者の授業料の額および徴収

方法については，その期間が満了する日までは，なお従前の例による．

G) 生産技術研究所受託規程

第 1条東京大学生産技術研究所（以下本所という）に対し，生産技術に閃係がある学理的問阻または

物品等の研究・試作・試験·検定•製作調在等を委託しようとする者があるときは，本所で適当と認

めたときにこれを受託する．

第 2条 前条の委託をしようとする者は，別紙様式 (1)に定める申込害を提出しなければならない．

受託を承諾したものに対しては，別紙様式 (2)の受託承諾書を交付する．

第 3条 受託の承諾を得た者は，第 5条に定めた料金を，指定の期間内に，本所に前納しなければなら

ないただし，特別の事由があるときは，前項の料金の分納または後納を認めることがある．指定の

期間内に前項の料金を納付しないときは，委託を取り消したものとみなす．

第 4条ーに納付した料金は，これを返逗しないただし，天災，その他やむを得ない事由によって委

託事項を送行し得ないときは，その全部または一部を委託者に遠付することがある．

第 5条 第 3条第 1項の料金は，委託事項に要する経費を算定してその都度これを定める．

第 6条本所は，受託事項実施中特に多額の費用を要し，納付された料金に不足を生じると認めたとき

は，改めて受託者と協議することができる．

第 7条下記の各号の坦合においては，委託者の受ける担害に対し，本所はその立を負わない．

1. 天災その他やむを得ない事由によって，受託事項を送行し得ない場合

2. 委託を受けた物品の試験・検定等の間に拍害を生じた坦合

3. 受託者が，その毀務を完全に屈行せずと本所が認めたときに執った処理に柚づく場合

椋式 (1)

交託 申 込 害

昭和年月日

様式 (2)

父託承諾杏

昭和年月日

殿
東京大学生廂技術研究所長 □ 口□ 口殿

東京大学生競技術研究所受託規定により下記内容
をもって研究・ 試作・ 検定• 製作・調査を委託し
たくお願いします

昭和年月 日付申込の委託事項は本所交託規
定に基き下記の条件によってこれを承諾します

現住所 東京大学生疫技術研究所長 □ ロロロ
氏名 匝l

記（委託の内容） 記

1題 目 1. 題 目I
2目的および内容

2. 担当者氏名 主任担当者 分任担当者

3. 予 算 の 範 囲
3完了予定期日

4. 供器(麗具の有・門箕無料品恥等提
1i 4所要経費

5. 所要経行納期

5. 完成希望期限 6 ・提具供なをら要びすに箕る材器

6. 公表猶予期限
7. 発明特許の処置

7• 発た場明特合許の処のあ匹っ

8その他希望事項 8, そ の 他
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第8条受記JC項が完了したときは，その経過ならびに結果を委託者に報告するただし，受託実施中

において，委託者の希望によって中間報告をすることができる．

第9条受託事項に関する成果を公表するときは，本所がこれを行なぅ．

前項の公表が委託者の利益を害するおそれがあると認められるときは， 2年以内，その公表を猶予

することができる．

第10条 委託者は，本所が必要と認めたときは，補助者を一定の期間中派造することができる．

前項の補助者の勁務に関しては，本所戦員に準じて取り扱うが，給料・手当•旅既等は，これを支

弁しない．

第11条受託事項で本所職員が発明したときにおける発明特許等に関する規程は別にこれを定める．

付則

本規程は昭和 25年3月11日から施行する．

H) 生産技術研究所勁務発明暫定規程

第 1条東京大学生産技術研究所（以下本所という）に勁務する者（以下職員という）が，その勁務に

閃してなした発明（以下勁務発明という）の取り扱いについては，当分の間，この規定の定めるとこ

ろによる．

第2条 勤務発明のうち，その内容が本所の業務範囲に属し，またその発明をなすにいたった行為が，

その耽員の任務に属するもの（以下任務発明という）については，その発明者が特許を受けたとき，

東京大学はその実施権を受けるものとする．

第3条 職員は，自己の勁務発明の特許を受ける権利，または特許権，もしくは任務発明以外の勁務発

明の実施権を，東京大学に移該することを願い出ることができる．

第4条 本所所長は，東京大学学長の監仔のもとに，前 2条に規程した特許を受ける権利，特許権また

は実旋権に関する事務をつかさどる．

第5条 本所受託規程に抵づく受託事項について，本所戦員が発明したときには，この規程に従う．

本所受託規程第10条に規定する柿助者が，受託事項について発明した場合には，この補助者を指等

する本所職員と共同して発明したものとみなして，この規程を適用する．

第 6条 この規程は，実用新案および怠匠登録にもこれを掌用する．

付則

本規程は昭和 24年 9月22日から施行する．

付記：特許法が昭和 35年4月 1日に改正施行され，研究所等における鼓務発明の取り扱いは第35条に規定されてい

る．この時期にかんがみ本所の現行哲定規程はその後の研究所の状態にもそうよう目下委貝会を粗織して検討

中である．

I) 東京大学受託研究員規程

第 1条 この規程は，文部省受託研究員実施要項に基づき，民間会社等（以下「委託者」という）より

の委託に応じ，その現職技術者を受託研究員（以下「研究員」という）として本学に受け入れる場合

における必要な事項について定める．

第2条研究員として許可する者は，大学を卒業した者または本学がこれと同等以上の学力を有すると

認めた者とする．

第3条 受託者の代表者または長は，所定の申込書に推煎書および本人の屈歴書を添えて当該学部また

は研究所の長に願い出なければならない．

第4条 学部または研究所の長は，当該部局において適当と認め，かつ，支障のない場合に限り，総長

の認可を得て研究員の受入れを許可する．

第 5条 研究員は，指甜教官の指等のもとに研究に従事しなければならない．

第 6条研究員の研究期間は， 1年以内とし，第4条の規定による許可があった日の属する年度の末日

をもって終了するものとする．
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第 7条 前条の期間満了後，研究を継続する必要があるときは，受託者は，理由を付して当該学部また

は研究の長に願い出なければならない．

第8条 学部または研究所の長は，前条による顔出があったときは，総長の認可を得て， 1年以内に限

り研究期間の更新を許可することができる．

第9条 第4条または第8条の規程による許可があったときは，委託者は，研究糾として金12万円をた

だちに納付しなければならない．

2. 既納の研究料は，遠付しない．

第10条 研究料は，研究期間が 1年未満の場合にも研究員 1人につき12万円とする．

第11条 受正者が，第 4条または第 8条の規定による許可があった後，ただちに研究料を納付しないと

きは，許可を取り消す．

付則

この規程は，昭和 33年5月2日から適用する．

この改正は，昭和 34年4月 1日から遥用する．
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J) 生産技術研究所輪講会要項

1. 本会は生産技術研究所恰講会と称する．

2. 本会は生産技術研究所内における知識の交換を目的とする．

3. 本会の事務を迎営するため世話人を四＜．世話人は各研究部より 1名ずつ選出し内 1名を世話人

代表に互選する．

4. 本会は毎月第3水曜日午後 1時30分から 2時20分まで開催するのを原則とする．ただし教授総

会その他の都合により日時を変更することがある．

5. 講演者は 1回 1名とし講演時間は 1名45分（外に質議討論5分）以内を原則とする．

6. 講演の順序は原則として順次各部より適当な講演者を選出し，講演の 2週間以前までに庶務掛に

申出講演要旨を 1週間前までに送付するものとする．

7. 庶務掛は当番部に講演の日から 1カ月以前に通知するものとする．

8. 世話人会は講演者の決定その他本所に関する事項を処理するものとする．
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9. 臨時聴講希望者は世話人に申し出て了解を得ることを要する．

10. 輪講会を司会するため当番幹事を担当部より選出する．

K) 財団法人生産技術研究奨励会育英奨学生取扱規程

第 1条東京大学生産技術研究所における高級技術者旋成を目的とする，財団法人生産技術研究奨励会

（以下生産技術研究奨励会という）育英奨学生の取扱いは，この規程により行なう．

第 2条 育英奨学生は生産技術研究奨励会の規定に従い，東京大学生産技術研究所教授•助教授の指導

を受ける者で，当該指導教官の所属する同研究部の推せんにより同常務委員会の選考を経た者であっ

て，次に該当する者を生産技術研究奨励会に推煎する．ただし育英奨学規程（以下規程という）第 2

条の第 2種の資金による事業の育英奨学生（以下第 2種育英奨学生という）の選考については，上記

常務委員会に代り，当該指報教官の所属する研究部において，行なうことができる．

1. 東京大学修士または，博士課程大学院学生

2. 東京大学生産技術研究所研究生

3. その他東京大学生産技術研究所教官の適当と認める者

前項 3号の推囲は，第2種育英奨学生に限る．

第3条規程第2条の第 1稲の資金により行なう事業の育英奨学生（以下第 1種奨学生という）に対

する育英奨学金は修士コース大学院に入学した者については， 1カ月 10,000円とし，毎年4月よ

り1,000円を増頷する．

第 1種育英奨学生のうち大学浣在学中育英奨学生となった者の育英奨学金は，前記韮準1こより邸定し

たものと同額とする．

第 1種育英奨学生に対する育英奨学金のうち研究生に対する育英奨学金は，育英奨学生と決定された

時より 1カ年間， 1カ月 10,000円とし， 1カ年を超えるごとに月額 1,000円を増頷する． ただし大

学院より引続き研究生となった者の育英奨学金は，通邸した額とする．

第 2種育英奨学生に対する育英奨学金は，育英奨学生と決定された時より月頷を以て支給する．ただ

しその額については，その者の学歴，経験年数，その他の事情を勘案してその都度決定する．

なお第2種育英奨学生と決定された時より 1カ年を超えるごとに月額 1,000円を増頷することがで

きる．

育英奨学金は， 第1種育英奨学生に対しては 1人月額 15,000円， 第2種育英奨学生には， 同じく

20,000円を超えないものとする．

特別の事梢がある場合は，育英奨学金の頷を変更することができる．

第4条 育英奨学生に対し育英奨学金を交付する期間は，育英奨学生選考のときに定めるが， 5年以内

とする．

第 5条 この規程に定められていない事柄の取扱いは常務委員会において決定する．

付則

この取扱規程は昭和40年6月16日より実施する．
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